
根室市企業立地促進条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、根室市企業立地促進条例（令和４年根室市条例第２１号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（投資額の算定）

第２条 条例第 2条第 1 号に規定する事業所等を新設し、又は増設する場合に

おける当該事業所等の新設又は増設のための投資額の算定に当たっては、操

業又は事業（以下「操業等」という。）のために直接使用される資産のほか、

事業所等の内部環境施設、福利厚生施設及び敷地内の環境整備施設等に係る

資産の取得価額を含めるものとする。

２ 事業所等の市内間移転又は更新を伴う増設の場合の投資額の算定に当たっ

ては、移転又は増設に伴い新規に取得した資産の取得価額から移転又は増設

直前の当該施設等に係る減価償却資産の評価額を減じるものとする。

（雇用増の算定）

第３条 事業所等の新設又は増設に伴う雇用増の算定の対象とする者は、次に

掲げる要件を全て満たす者とする。

（１） 新たに雇用された者が根室市に住民票を有している又は雇用されて

いる者が根室市に住民票を有することとなった者であること。

（２） 雇用期間の定めのない雇用者であること。

（３） 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定に基づき、雇

用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第９条第１項の確認を

受けた者（同法第３８条第１項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。）

であること。

（４） 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定に基づき、健

康保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第３９条第１項の確認

を受けた者であること。

（５） 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定に基づ

き、厚生年金保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第１８条第

１項の確認を受けた者であること。

（指定の申請等）

第４条 条例第３条第２項の規定による指定の申請は、新設し、又は増設する事

業所等の工事に着手する日前６０日から工事に着手した日後３０日までの期

間内に指定申請書（様式第 1号）に市長が必要と認める書類を添付し、市長に

申請しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、指定の適否を決定し、

指定可否決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知する。

（計画の変更等）

第５条 条例第３条第１項の規定により市長の指定を受けた者（以下「指定事業

者」という。）は、当該指定の後条例第４条第１項の規定による助成の決定が

あるまでの間に、当該事業所等の新設又は増設に係る計画を変更しようとす



るとき（条例第３条第１項に規定する要件を欠くに至る変更をしようとする

ときを除く。）は、あらかじめ計画変更承認申請書（様式第３号）を提出して、

市長の承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の計画の変更を承認するときは計画変更承認書（様式第４号）

により、承認しない場合はその旨を申請者に通知する。

３ 指定事業者は、当該指定の後条例第４条第１項の規定による助成の決定が

あるまでの間に、当該事業所等の新設又は増設に係る計画の廃止又は条例第

３条第１項に規定する要件を欠くに至る変更をしたときは、当該廃止又は変

更後速やかに、その理由及び内容を計画廃止（変更）届（様式第５号）により

市長に届け出なければならない。

（工事の着手及び完成の届出）

第６条 指定事業者は、当該事業所等の工事に着手したときは、当該着手の日か

ら３０日以内に工事着手届（様式第６号）により市長に届け出なければならな

い。

２ 指定事業者は、当該事業所等の工事が完成したときは、当該完成の日から１

０日以内に、工事完成届（様式第７号）により市長に届け出なければならない。

（操業等の開始の届出）

第７条 指定事業者は、当該事業所等の操業等を開始したときは、当該操業等の

開始の日から１０日以内に操業開始届（様式第８号）により市長に届け出なけ

ればならない。

２ 指定事業者は、条例第３条第１項の規定による指定前に当該事業所等の操

業を開始したときは、前項の規定にかかわらず、当該指定の日から１０日以内

に操業開始届（様式第８号）により市長に届け出なければならない。

（課税免除の申請及び通知）

第８条 条例第５条第１項の規定による課税免除の申請は、課税免除申請書（様

式第９号）により、当該事業所等の操業開始の日後、課税免除を受けようとす

る当該年の１月３１日までに行わなければならない。ただし、市長が認めたと

きは、この限りではない。

２ 固定資産税のうち、土地については取得の日の翌日から起算して１年以内

に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があった場合における

当該土地に限る。

３ 市長は、第１項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、課税免

除決定通知書（様式第１０号）により、指定事業者に通知するものとする。

（補助金の額の端数処理）

第９条 条例第４条第１項の規定による補助金の交付の額に千円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

（補助金の交付の申請）

第１０条 条例第４条第３項の規定による補助金の交付申請は、交付申請書（様

式第１１号）により市長に申請しなければならない。

（補助金の交付の決定）

第１１条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該



申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金

の交付を決定し、申請者に交付決定書（様式第１２号）により通知するものと

する。

２ 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があると認める

ときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付の

決定をすることができる。

（補助事業の報告）

第１２条 条例第 4 条第 1 項の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下

「補助事業者」という。）は、交付決定通知後、３０日以内に実績報告書（様

式第１３号）を市長に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）

第１３条 市長は前条の実績報告書の提出を受けた場合には、当該報告書の書

類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業

の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであ

るかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定

し、当該補助事業者に補助金交付額確定書（様式第１４号）により通知するも

のとする。

（補助金の交付）

第１４条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定したのち

補助事業者からの請求に基づき交付するものとし、補助金の概算払は認めな

い。

２ 補助金の交付は、前項による請求がされた日に属する年度に交付する。

（助成措置の承継の届出）

第１５条 条例第６条第 2項の規定による届出は、同条第１項に規定する承継

の事実が生じた後、速やかに、承継届（様式第１５号）により行わなければな

らない。

（操業等の状況の報告）

第１６条 補助事業者は、当該補助金の交付を受けた日の属する年度以降３年

の間の各年の当該事業所等の操業等の状況を、操業状況報告書（様式第１６号）

により市長に報告しなければならない。

（事業所等の譲渡の届出）

第１７条 補助事業者は、当該事業所等の開始後１０年以内に、当該事業所等を

譲渡するときは、当該事実が生じた日から１０日以内にその理由及び譲渡し

た日を譲渡届（様式第１７号）により市長に届け出なければならない。

（事業所等の休止等の届出）

第１８条 補助事業者は、当該事業所等の開始後１０年以内に、当該事業所等の

操業等を休止し、又は廃止（倒産の場合を除く。以下同じ。）するときはその

理由及び休止又は廃止の日を、当該事業所等の操業等を著しく変更したとき

はその理由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から１０日以内に操業

休止（廃止、変更）届（様式第１８号）により市長に届け出なければならない。

２ 補助事業者は、当該事業所等の操業等の開始後３年以内に当該事業所等の



操業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その理由及び休止

又は廃止の予定日を、操業休止等予定届（様式第１９号）により市長に届け出

て、市長と操業等の休止又は廃止に関する協議を行わなければならない。

（補助金の返還規定の適用）

第１９条 条例第７条第１項第４号ただし書に規定する市長がやむを得ない理

由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

（１） 災害により操業等の継続ができなくなった場合

（２） 企業経営の悪化により倒産した場合

（３） 前条第２項の規定による協議を行い、市長が特にやむを得ないと認

めた場合

（指定の取消し等）

第２０条 市長は、条例第７条の規定に基づき、指定の取消し等を行うときは指

定取消処分通知書（様式第２０号）により、課税免除の取消しを行うときは課

税免除取消処分通知書（様式第２１号）により、補助金交付の取消し等を行う

ときは補助金交付取消等処分通知書（様式第２２号）により当該指定事業者に

通知する

（補足）

第２１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



様式第 1号（第 4条関係）

指 定 申 請 書

年 月 日
根室市長 様

申請人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及び
代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例第 3条第１項の規定による指定を受けたいので、別紙関係書類を
添えて申請します。

１ 新設（増設）する事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・
物流施設・コールセンター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の名称及び所在地

名 称

所在地

土地の購入の有無 有 ・ 無 （面積 ㎡）

２ 業種（事業）

３ 投資額
(ア)投資額 円（土地代は除く）
(イ)土地を購入する場合の土地代金 円

４ 工事着手予定年月日 年 月 日

５ 工事完成予定年月日 年 月 日

６ 操業開始予定年月日 年 月 日

７ 承認地域経済牽引事業計画の承認年月日（該当の場合、承認書類の写しを添付）

年 月 日

８ 新たに雇用された（る）者のうち根室市に住民票を有している又は
雇用されている者が根室市に住民票を有することとなった者の数（予定数含む） 名

９ 誓約事項（下記の□にチェック「レ」を記入してください。）

□ 当社は、偽りその他不正の手段により当該事業所等の指定を受けようとすることは一切あり

ません。また、当社は、重大な法令違反や社会的信用を著しく損なう行為は一切ありません。

□ 当社は、当該指定申請を暴力団の活用には利用しません。また当社関係者等が暴力団員では

ないことを確認するため、市が必要に応じて関係機関に照会することに同意します。

□ 市が、上記誓約事項に反すると認めたとき、または根室市企業立地促進条例第７条第１項の

各号のいずれかに該当すると認めたときは、当社が当該指定申請の決定の取消しを受けるこ

とに同意します。



別紙

事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・物流施設・コール
センター）新設（増設）計画書

１ 目的及び事業の概要（当該新設又は増設に係るもの。工場の場合主要製品名も記載）

２ 投資額の内容
(単位：千円)

注１ 所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 6条第 1号から第 7号までに掲げる減
価償却資産及び土地について記入すること。
注２ 土地については取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする家屋
又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地のみを記載すること。
注３ 市内間移転又は更新を伴う増設の場合は、移転直前の当該施設等の減価償却資産額
を「減価償却資産額（市内間移転又は更新を伴う増設時のみ）」欄に記載すること。

種 別 数 量 金 額 備 考

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

その他

減価償却資産額（市内間移転又は更新を伴う増設時のみ）

差引投資額

土地
所 在 地目 地積（㎡） 取 得 金 額 取 得 年 月 日



５ 所要資金調達計画（金融機関別、年度別） （単位：千円）

６ 操業（事業）開始後５年間の生産計画及び販路（工場）
（１） 生産計画

注１ 増設の場合にあっては、既存分と増設分を区分すること。

（２） 販路

７ 所要電力及び用水
（１）契約電力 ｋｗ

月間使用電力見込み ｋｗｈ
年間使用電力見込み ｋｗｈ

（２）用水（水源等） ｔ／日

８ 生産工程の概要（工場）

借 入
年度
金融機関

年度 年度 年度 年度 年度 合 計

合 計

年度
生産品目

初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

合 計



９ 企業立地に伴う雇用増に関する事項

注 当該事業所等の新設又は増設に伴い増加した雇用者（規則第３条の要件を満たす雇用
者であって、かつ、市外の工場等からの配置換えの者及び技術取得のため他の自社工場等で
訓練を受けている者を含み、市内の同一企業内での配置換えの者は含まない。）を労働基準
法（昭和２２年法律第４９号）第１０７条に基づく労働者名簿から転記すること。

指定申請前３年間の各事業年度終了日における市内常時雇用者数

区分 常時雇用者の内訳
指定申請日における

常時雇用者数 Ａ

操業（事業）開始事業年度終了日における

常時雇用者数の見込み Ｂ

増減

（Ｂ―Ａ）

指
定
対
象
事
業
所
等

既存常時雇用者数 名

内

訳

（既存常時雇用者）

名

（市内事業所等配置換え）

名

（既存常時雇用者 計）

名

新規常時雇用者数

内

訳

（新規常時雇用者）

名

（市外事業所等配置換え）

名

（新規常時雇用者 計）

名

常時雇用者数 小計 名 名
Ｄ

名

市
内
既
設
事
業
所
等
（
増
設
時
の
み
）

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 小計 名 名

合 計 名
Ｃ

名

Ｅ

名

指定申請前３年間の市内の常時雇用者数の平均値（端数切捨） F 名

年 月期の市内の常時雇用者数 名
年 月期の市内の常時雇用者数 名
年 月期の市内の常時雇用者数 名



算定の対象となる増加常時雇用者数

１０ 主要原材料及びその調達計画（工場）

１１ 事業収支計画
（単位：千円）

１２ 市内の事業所等の概要

注１ 指定申請者に係る市内の工場、情報サービス業関連施設、試験研究施設、宿泊施設、物流施
設、コールセンターの全てについて記入すること。
注２ 「主要製品名及び生産能力」の欄には、工場以外の場合にあっては、主な事業内容を記入す
ること。
注３ 「補助金の交付等の状況」の欄には、次により記入すること。
（１） 条例第３条第１項の規定による指定を受けている事業所等で、当該指定に係る補助金の交

付の決定を受けていないものについては、指定年月日及び指令番号を記入すること。
（２） 条例第４条第１項の規定による補助金の交付を受けている事業所等については、同項各号

の区分ごとに、補助金の交付決定年月日、指令番号及び補助金の額を記入すること。

① 指定申請前３年間の平均値からの増加常時雇用者数（C-F） 名
② 指定対象事業所等における増加常時雇用者数（D） 名
③ 市内の増加雇用者数（E） 名

算定の対象となる増加常時雇用者数
（①から③までの最小値）

名

区分
事業収入

初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度

売上高
利 益

名 称 所在地 主要製品名及び生産能力 従業者数 補助金の交付等の状況
人
人
人



１３ 他の補助金の交付（予定）

注 国、道、市の他の補助金（建設工事費に限る。）の交付（予定）があれば記入すること。

１４ コールセンター事業における調書

１５ その他の添付書類
（１） 事業所等の位置図、見取図、配置図
（２） 設備の配置図
（３） 生産工程図
（４） 土地取得年月日及び取得価格を示す書類（売買契約書の写し等、土地の固定資産税

免除対象の場合）
（５） 会社にあっては、次の事項を記載した書類

① 会社設立年月日
② 資本金
③ 会社の沿革及び現況
④ 既存工場の所在地及び名称、生産能力並びに従業者数等
⑤ 最近２期の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書
⑥ 定款

（６） 法人にあっては、法人の登記事項証明書
（７） その他参考となるもの

補助金名 交付（予定）額 交付（予定）年月日
円
円

事業所
賃借

事業所形態 新規建設・購入・借上 事業所所在地
事業所所有者（借上） 事業所面積
事業所賃借料 その他

回線 使用回線名
その他



様式第２号（第４条関係）
根室市指令第 号

指定可否決定通知書

年 月 日

様

根室市長 印

年 月 日付指定申請の事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究
施設・宿泊施設・物流施設・コールセンター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の
新設（増設）については、次のとおり決定するので、根室市企業立地促進条例第３条第１項
の規定により通知します。

１ 決定内容
□指定します □指定しません

２ 新設（増設）する事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・
物流施設・コールセンター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の名称及び所在地

名 称

所在地

３ 業種（事業）

４ 指定の条件
（１）根室市企業立地促進条例及び同施行規則を守ること。

５ 指定をしない理由



様式第３号（第５条関係）

計画変更承認申請書

年 月 日

根室市長 様

申請人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例施行規則第 5条第１項の規定により、指定に係る事業所等（工
場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・物流施設・コールセンター・承認
地域経済牽引事業計画に基づく施設）の新設（増設）計画を次のとおりを変更したいので、
申請します。

１ 新設（増設）する事業所等の名称及び所在地

２ 指定年月日及び指令番号

３ 新設（増設）計画の変更内容

４ 新設（増設）計画を変更しようとする理由

注 ３については、様式第１号に準じて新旧を比較対照すること



様式第４号（第５条関係）
根室市指令第 号

計画変更承認書

年 月 日

様

根室市長

年 月 日付申請のあった計画変更について、下記のとおり承認した
ので、根室市企業立地促進条例施行規則第５条第２項の規定により通知します。

１ 新設（増設）する事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・
物流施設・コールセンター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の名称及び所在地

２ 指定年月日及び指令番号

３ 新設（増設）計画の変更内容

４ 新設（増設）計画を変更しようとする理由



様式第５号（第５条関係）

計画廃止（変更）届

年 月 日

根室市長 様

申請人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例施行規則第５条第３項の規定により、指定に係る事業所等（工
場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・物流施設・コールセンター・承認
地域経済牽引事業計画に基づく施設）の新設（増設）計画を廃止（変更）したので、届け出
ます。

１ 新設（増設）する事業所等の名称及び所在地

２ 指定年月日及び指令番号

３ 新設（増設）計画の廃止（変更）理由及び内容

４ 新設（増設）計画の廃止（変更）年月日



様式第６号（第６条関係）

工 事 着 手 届

年 月 日

根室市長 様

申請人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例施行規則第６条第１項の規定により、指定に係る事業所等（工
場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・物流施設・コールセンター・承認
地域経済牽引事業計画に基づく施設）の工事に着手しましたので、お届けします。

１ 新設（増設）する事業所等の名称及び所在地

２ 指定年月日及び指令番号

３ 着手年月日

４ 完成予定年月日



様式第７号（第６条関係）

工 事 完 成 届

年 月 日

根室市長 様

申請人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例施行規則第６条第２項の規定により、指定に係る事業所等（工
場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・物流施設・コールセンター・承認
地域経済牽引事業計画に基づく施設）の工事は別紙のとおり完成しましたので、お届けしま
す。

１ 新設（増設）する事業所等の名称及び所在地

２ 投資額 （別紙のとおり）

３ 完成年月日

４ 事業所等の現況



（別紙）
投資額の内訳

注１ 所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 6条第 1号から第 7号までに掲げる減
価償却資産及び土地について記入すること。
注２ 土地については取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする家屋
又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地のみを記載すること。
注３ 市内間移転又は更新を伴う増設の場合は、移転直前の当該施設等の減価償却資産額
を「減価償却資産額（市内間移転又は更新を伴う増設時のみ）」欄に記載すること。

種 別 数 量 金 額（円） 備 考

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

その他

減価償却資産額（市内間移転又は更新を伴う増設時のみ）

差引投資額

土地
所在 地目 地積（㎡） 取得金額 取得年月日



様式第８号（第７条関係）

操 業 開 始 届

年 月 日

根室市長 様

申請人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例施行規則第７条第１項の規定により、指定に係る事業所等（工
場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・物流施設・コールセンター・承認
地域経済牽引事業計画に基づく施設）の操業（事業）を開始しましたので、お届けします。

１ 新設（増設）する事業所等の名称及び所在地

２ 指定年月日及び指令番号

３ 操業（事業）開始年月日

４ 事業所等の現況



様式第９号（第８条関係）

課税免除申請書
年 月 日

根室市長 様

申請人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例第５条第１項の規定に基づき、 年度分の下記の資産
に課される固定資産税の課税免除を申請します。
なお、本件について必要に応じて当社（私）の根室市固定資産課税台帳を確認することを

承諾いたします。

１ 新設（増設）する事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・
物流施設・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の名称及び所在地

２ 指定年月日及び指令番号

３ 指定を受けた事業所等に係る設備投資の内訳 別紙１

４ 指定を受けた事業所等に係る雇用者の状況及び新たに雇用された者の内訳 別紙２、３

５ 操業等開始年月日 年 月 日

６ 承認地域経済牽引事業計画の承認年月日（該当の場合、承認書類の写しを添付）

年 月 日
７ 事業所等の現況

８ 誓約事項（下記の□にチェック「レ」を記入してください。）

（別紙１）

□ 当社は、偽りその他不正の手段により当該事業所等の指定を受けようとすることは一切あり

ません。また、当社は、重大な法令違反や社会的信用を著しく損なう行為は一切ありません。

□ 当社は、当該指定申請を暴力団の活用には利用しません。また当社関係者等が暴力団員では

ないことを確認するため、市が必要に応じて関係機関に照会することに同意します。

□ 市が、上記誓約事項に反すると認めたとき、または根室市企業立地促進条例第７条第１項の

各号のいずれかに該当すると認めたときは、当社が当該指定申請の決定の取消しを受けるこ

とに同意します。



（別紙１）
設備投資の内訳
１ 土地

注 土地については取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする家屋又
は構築物の建設の着手があった場合における当該土地のみを記載すること。

２ 建物、構築物、機械及び装置など

所 在 地 面 積 取得額 取得年月日 備考
㎡ 円

種別 数量 取得額 固定資産税評価額 取得年月日

建物
円 円

構築物
円 円

機械及び装置
円 円

工具、器具
及び備品

円 円

その他
円 円

計 円 円 －



（別紙２）

１ 常時雇用者の状況

注 当該事業所等の新設又は増設に伴い増加した雇用者（規則第３条の要件を満たす雇用
者であって、かつ、市外の工場等からの配置換えの者及び技術取得のため他の自社工場等で
訓練を受けている者を含み、市内の同一企業内での配置換えの者は含まない。）を労働基準
法（昭和２２年法律第４９号）第１０７条に基づく労働者名簿から転記すること。

指定申請前３年間の各事業年度終了日における市内常時雇用者数

区分 常時雇用者の内訳
指定申請日における

常時雇用者数 Ａ

課税免除及び補助金交付の申請日時点の

常時雇用者数 Ｂ

増減

（Ｂ―Ａ）

指
定
対
象
事
業
所
等

既存常時雇用者数 名

内

訳

（既存常時雇用者）

名

（市内事業所等配置換え）

名

（既存常時雇用者 計）

名

新規常時雇用者数

内

訳

（新規常時雇用者）

名

（市外事業所等配置換え）

名

（新規常時雇用者 計）

名

常時雇用者数 小計 名 名
Ｄ

名

市
内
既
設
事
業
所
等
（
増
設
時
の
み
）

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 小計 名 名

合 計 名
Ｃ

名

Ｅ

名

指定申請前３年間の市内の常時雇用者数の平均値（端数切捨） F 名

年 月期の市内の常時雇用者数 名
年 月期の市内の常時雇用者数 名
年 月期の市内の常時雇用者数 名



算定の対象となる増加常時雇用者数
① 指定申請前３年間の平均値からの増加常時雇用者数（C-F） 名
② 指定対象事業所等における増加常時雇用者数（D） 名
③ 市内の増加雇用者数（E） 名

算定の対象となる増加常時雇用者数
（①から③までの最小値）

名



（別紙３）

２ 新設（増設）に伴い増加した雇用者の内訳

注１ 当該事業所等の新設又は増設に伴い増加した雇用者（規則第３条の要件を満たす雇用者であって、
かつ、市外の工場等からの配置換えの者及び技術取得のため他の自社工場等で訓練を受けている者を含
み、市内の同一企業内での配置換えの者は含まない。）を労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１０
７条に基づく労働者名簿から転記すること。
注２ 規則第３条の要件の確認として、雇用保険法の規定に基づく被保険者に係る書類、健康保険法の規
定に基づく被保険者に係る書類、厚生年金法の規定に基づく被保険者に係る書類の写しを添付すること

番号 氏名 生年月日
業務の
種類

雇入
年月日

住所

(ア) 市外転入（家族有）

(イ) 市外転入（単身）

(ウ) 市内在住



様式第１０号（第８条関係）
根室市指令第 号

課税免除決定通知書

年 月 日
様

根室市長

年 月 日申請があった下記の資産に係る 年度分の固定資産税の課税免
除について、免除（する・しない）ことを決定しましたので根室市企業立地促進条例施行規
則第８条第３項の規定により通知します。

１ 課税免除の内容

２ 課税免除をしない場合の理由

区分 課税標準額(円) 課税免除する相当税額（円） 摘 要

土 地

家 屋

償却資産

合 計



様式第１１号（第１０条関係）

交 付 申 請 書

年 月 日

根室市長 様

申請人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例第４条第１項の規定により、補助金の交付を受けたいので、別紙
関係書類を添えて申請します。

１ 新設（増設）する事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・
物流施設・コールセンター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の名称及び所在地

２ 指定年月日及び指令番号

３ 補助金交付申請額 円
（内訳）
（１）投資額を基準とする申請額 円（内訳別紙１）
（２）雇用増を基準とする申請額（ 年目） 円（内訳別紙２，３）
（３）コールセンター設置に係る助成額（ 年目） 円（内訳別紙４）

４ 操業（事業）開始予定年月日

５ 承認地域経済牽引事業計画の承認年月日（該当の場合、承認書類の写しを添付）

６ 事業所等の現況

７ 誓約事項（下記の□にチェック「レ」を記入してください。）

□ 当社は、偽りその他不正の手段により当該事業所等の指定を受けようとすることは一切あり

ません。また、当社は、重大な法令違反や社会的信用を著しく損なう行為は一切ありません。

□ 当社は、当該指定申請を暴力団の活用には利用しません。また当社関係者等が暴力団員では

ないことを確認するため、市が必要に応じて関係機関に照会することに同意します。

□ 市が、上記誓約事項に反すると認めたとき、または根室市企業立地促進条例第７条第１項の

各号のいずれかに該当すると認めたときは、当社が当該指定申請の決定の取消しを受けるこ

とに同意します。



別紙１
設備投資の内訳

注１ 所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 6条第 1号から第 7号までに掲げる減
価償却資産について記入すること。
注２ 市内間移転又は更新を伴う増設の場合は、移転直前の当該施設等の減価償却資産額
を「減価償却資産額（市内間移転又は更新を伴う増設時のみ）」欄に記載すること。

種別 数量 金額（円） 備考

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

その他

減価償却資産額（市内間移転又は更新を伴う増設時のみ）

差引投資額



別紙２

１ 常時雇用者の状況

注 当該事業所等の新設又は増設に伴い増加した雇用者（規則第３条の要件を満たす雇用
者であって、かつ、市外の工場等からの配置換えの者及び技術取得のため他の自社工場等で
訓練を受けている者を含み、市内の同一企業内での配置換えの者は含まない。）を労働基準
法（昭和２２年法律第４９号）第１０７条に基づく労働者名簿から転記すること。

指定申請前３年間の各事業年度終了日における市内常時雇用者数

区分 常時雇用者の内訳
指定申請日における

常時雇用者数 Ａ

課税免除及び補助金交付の申請日時点の

常時雇用者数 Ｂ

増減

（Ｂ―Ａ）

指
定
対
象
事
業
所
等

既存常時雇用者数 名

内

訳

（既存常時雇用者）

名

（市内事業所等配置換え）

名

（既存常時雇用者 計）

名

新規常時雇用者数

内

訳

（新規常時雇用者）

名

（市外事業所等配置換え）

名

（新規常時雇用者 計）

名

常時雇用者数 小計 名 名
Ｄ

名

市
内
既
設
事
業
所
等
（
増
設
時
の
み
）

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 小計 名 名

合 計 名
Ｃ

名

Ｅ

名

指定申請前３年間の市内の常時雇用者数の平均値（端数切捨） F 名

年 月期の市内の常時雇用者数 名
年 月期の市内の常時雇用者数 名
年 月期の市内の常時雇用者数 名



算定の対象となる増加常時雇用者数
① 指定申請前３年間の平均値からの増加常時雇用者数（C-F） 名
② 指定対象事業所等における増加常時雇用者数（D） 名
③ 市内の増加雇用者数（E） 名

算定の対象となる増加常時雇用者数
（①から③までの最小値）

名



別紙３

１ 新設（増設）に伴い増加した雇用者の内訳

注１ 当該事業所等の新設又は増設に伴い増加した雇用者（規則第３条の要件を満たす雇用者であって、
かつ、市外の工場等からの配置換えの者及び技術取得のため他の自社工場等で訓練を受けている者を含
み、市内の同一企業内での配置換えの者は含まない。）を労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１０
７条に基づく労働者名簿から転記すること。
注２ 規則第３条の要件の確認として、雇用保険法の規定に基づく被保険者に係る書類、健康保険法の規
定に基づく被保険者に係る書類、厚生年金法の規定に基づく被保険者に係る書類の写しを添付すること。

番号 氏名 生年月日
業務の
種類

雇入
年月日

住所

（ア） 市外転入（家族有）

（イ） 市外転入（単身）

（ウ） 市内在住



別紙４
コールセンター事業における施設賃借及び回線使用状況調書

１ 事業所賃借料の支払状況内訳

注１ 事業所賃借契約書（写）を添付すること。
注２ 請求書及び支払ったことを確認することができる書類の写しを添付すること。

２ 通信回線使用料の支払状況内訳

注 請求書及び支払ったことを確認することができる書類の写しを添付すること。
※本申請は、操業開始後（１年分の賃借料、回線使用料納入後）申請すること。

支 払 月 金額（円） 支払年月日 備考
１ 年 月分 操業開始月
２ 年 月分
３ 年 月分
４ 年 月分
５ 年 月分
６ 年 月分
７ 年 月分
８ 年 月分
９ 年 月分

１０ 年 月分
１１ 年 月分
１２ 年 月分

計

支 払 月 金額（円） 支払年月日 備考
１ 年 月分 操業開始月
２ 年 月分
３ 年 月分
４ 年 月分
５ 年 月分
６ 年 月分
７ 年 月分
８ 年 月分
９ 年 月分

１０ 年 月分
１１ 年 月分
１２ 年 月分

計



様式第１２号（第１１条関係）
根室市指令第 号

交 付 決 定 書

年 月 日

様

根室市長 印

年 月 日付申請のあった補助金について、次のとおり交付決定したので、根室市
企業立地促進条例施行規則第１１条第１項に基づき通知します。

１ 新設（増設）する事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・
物流施設・コールセンター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の名称及び所在地

２ 指定年月日及び指令番号

３ 補助金交付決定額 円
（内訳）
（１）投資額を基準とする決定額 円
（２）雇用増を基準とする決定額（ 年目） 円
（３）コールセンター設置に係る助成決定額（ 年目） 円

４ 交付の条件
（１） 補助金等は、目的外に使用しないこと
（２） 事業終了後、収支精算書、事業実績書を提出すること。
（３） 補助金等は、事業（事務）終了後確定された金額を請求により交付する。
（４） 交付条件に違反したとき、その他市長が補助等を不適当と認めたときは、補助金
等を取り消し、又は削減し、既に交付されたものの返還を命ずることができる。



様式第１３号（第１２条関係）

実 績 報 告 書

年 月 日

根室市長 様

申請人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

年 月 日指令第 号をもって補助金の交付決定を受けた事業について、 年
月 日完了したので、根室市企業立地促進条例施行規則第 12条の規定により報告します。

１ 新設（増設）する事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・
物流施設・コールセンター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の名称及び所在地

２ 指定年月日及び指令番号

３ 補助金交付決定額 円
（内訳）
（１）投資額を基準とする決定額 円（内訳別紙１）
（２）雇用増を基準とする決定額（ 年目） 円（内訳別紙２、３）
（３）コールセンター設置に係る助成決定額（ 年目） 円（内訳別紙４）



別紙１
設備投資の内訳

注１ 所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）第 6条第 1号から第 7号までに掲げる減
価償却資産について記入すること。
注２ 市内間移転又は更新を伴う増設の場合は、移転直前の当該施設等の減価償却資産額
を「減価償却資産額（市内間移転又は更新を伴う増設時のみ）」欄に記載すること。

種別 数量 金額（円） 備考

建物

構築物

機械及び装置

工具、器具及び備品

その他

減価償却資産額（市内間移転又は更新を伴う増設時のみ）

差引投資額



別紙２

１ 常時雇用者の状況

注 当該事業所等の新設又は増設に伴い増加した雇用者（規則第３条の要件を満たす雇用
者であって、かつ、市外の工場等からの配置換えの者及び技術取得のため他の自社工場等で
訓練を受けている者を含み、市内の同一企業内での配置換えの者は含まない。）を労働基準
法（昭和２２年法律第４９号）第１０７条に基づく労働者名簿から転記すること。

指定申請前３年間の各事業年度終了日における市内常時雇用者数

区分 常時雇用者の内訳
指定申請日における

常時雇用者数 Ａ

課税免除及び補助金交付の申請日時点の

常時雇用者数 Ｂ

増減

（Ｂ―Ａ）

指
定
対
象
事
業
所
等

既存常時雇用者数 名

内

訳

（既存常時雇用者）

名

（市内事業所等配置換え）

名

（既存常時雇用者 計）

名

新規常時雇用者数

内

訳

（新規常時雇用者）

名

（市外事業所等配置換え）

名

（新規常時雇用者 計）

名

常時雇用者数 小計 名 名
Ｄ

名

市
内
既
設
事
業
所
等
（
増
設
時
の
み
）

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 名 名

常時雇用者数 小計 名 名

合 計 名
Ｃ

名

Ｅ

名

指定申請前３年間の市内の常時雇用者数の平均値（端数切捨） F 名

年 月期の市内の常時雇用者数 名
年 月期の市内の常時雇用者数 名
年 月期の市内の常時雇用者数 名



算定の対象となる増加常時雇用者数
① 指定申請前３年間の平均値からの増加常時雇用者数（C-F） 名
② 指定対象事業所等における増加常時雇用者数（D） 名
③ 市内の増加雇用者数（E） 名

算定の対象となる増加常時雇用者数
（①から③までの最小値）

名



別紙３

１ 新設（増設）に伴い増加した雇用者の内訳

注１ 当該事業所等の新設又は増設に伴い増加した雇用者（規則第３条の要件を満たす雇用者であって、
かつ、市外の工場等からの配置換えの者及び技術取得のため他の自社工場等で訓練を受けている者を含
み、市内の同一企業内での配置換えの者は含まない。）を労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１０
７条に基づく労働者名簿から転記すること。
注２ 規則第３条の要件の確認として、雇用保険法の規定に基づく被保険者に係る書類、健康保険法の規
定に基づく被保険者に係る書類、厚生年金法の規定に基づく被保険者に係る書類の写しを添付すること。

番号 氏名 生年月日
業務の
種類

雇入
年月日

住所

（ア） 市外転入（家族有）

（イ） 市外転入（単身）

（ウ） 市内在住



別紙４
コールセンター事業における施設賃借及び回線使用状況調書

１ 事業所賃借料の支払状況内訳

注１ 事業所賃借契約書（写）を添付すること。
注２ 請求書及び支払ったことを確認することができる書類の写しを添付すること。

２ 通信回線使用料の支払状況内訳

注 請求書及び支払ったことを確認することができる書類の写しを添付すること。
※本申請は、操業開始後（１年分の賃借料、回線使用料納入後）申請すること。

支 払 月 金額（円） 支払年月日 備考
１ 年 月分 操業開始月
２ 年 月分
３ 年 月分
４ 年 月分
５ 年 月分
６ 年 月分
７ 年 月分
８ 年 月分
９ 年 月分

１０ 年 月分
１１ 年 月分
１２ 年 月分

計

支 払 月 金額（円） 支払年月日 備考
１ 年 月分 操業開始月
２ 年 月分
３ 年 月分
４ 年 月分
５ 年 月分
６ 年 月分
７ 年 月分
８ 年 月分
９ 年 月分

１０ 年 月分
１１ 年 月分
１２ 年 月分

計



様式第１４号（第１３条関係）
根室市指令第 号

補助金交付額確定書

年 月 日

様

事業名（補助金名） 根室市企業立地促進補助金

年 月 日指令第 号をもって交付決定の通知をした上記補助金について、
年 月 日付の実績報告書に基づき次のとおり確定されたので、根室市企業立地

促進条例施行規則第１３条の規定により通知します。

１ 新設（増設）する事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・
物流施設・コールセンター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の名称及び所在地

２ 指定年月日及び指令番号

３ 補助金交付決定額 円
（内訳）
（１）投資額を基準とする決定額 円
（２）雇用増を基準とする決定額( 年目) 円
（３）コールセンター設置に係る助成決定額( 年目) 円

４ 補助金は、確定された金額を請求により交付する。

５ 補助条件に違反したとき、その他市長が補助等を不適当と認めたときは、補助金等を取
り消しし、又は減額し、既に交付されたものの返還を命ずることができる。



様式第１５号（第１５条関係）

承 継 届

年 月 日

根室市長 様

届出者 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

この度、別紙のとおり事業所等（工場・情報関連サービス業関連施設・試験研究施設・宿
泊施設・物流施設・コールセンター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）を承継しま
したので、根室市企業立地促進条例施行規則第１５条の規定により届け出ます。

１ 非承継人の住所及び氏名
住 所
氏 名

２ 承継前における事業所等の名称及び所在地並びに当該事業所等に係る指定年月日及び
指令番号
名 称
所在地
指定年月日
指令番号

３ 承継後における事業所等の名称

４ 承継年月日 年 月 日

５ 承継の理由

注 承継の事実を証する書類を添付すること。



様式第１６号（第１６条関係）
操業状況報告書

年 月 日
根室市長 様

提出者 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例施行規則第１６条の規定により、補助金の交付に係る事業所等（工場・
情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・物流施設・コールセンター・承認地域経済牽
引事業計画に基づく施設）の操業状況を次のとおり報告します。

１ 事業所等の名称及び所在地並びに当該事業所等に係る補助金の交付決定年月日及び指令番号
名称
所在地
交付決定年月日 年 月 日
指令番号

２ 事業所等の現況（当該年又は年度の操業等の状況を次の表により記載すること。）

３ 納付済額（当該事業年度の納税額、支出済額を次の区分に従い記入すること。） （単位：円）

４ その他（事業所等の新設又は増設の計画等があれば、具体的に記載すること。）

職種
雇用者

計 給与総額（千円）

決算終了時の
雇用者数

区分
生産品目

年間生産量 出荷額（千円）

税目等 法人市民税 固定資産税 その他の税 水道料 下水道使用料 計
納付済額

（単位：千円）
事業収支
売上高
利益



様式第１７号（第１７条関係）

譲 渡 届
年 月 日

根室市長 様

譲渡人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

この度、別紙のとおり事業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・物
流施設・コールセンター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）を譲渡しましたので、根室市
企業立地促進条例施行規則第１７条の規定により届け出ます。

１ 譲受人の住所及び氏名
住所

氏名

２ 譲渡前における事業所等の名称及び所在地並びに当該事業所等に係る補助金の交付決定年月
日及び指令番号

名称
所在地
交付決定年月日 年 月 日
指令番号

３ 譲渡後における事業所等の名称

４ 譲渡年月日

５ 譲渡の理由

注 譲渡の事実を証する書類を添付すること。



様式第１８号（第１８条関係）

操業休止（廃止、変更）届
年 月 日

根室市長 様

届出人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例施行規則第１８条第１項の規定により、補助金の交付に係る事
業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・物流施設・コールセン
ター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の操業を休止（廃止、変更）したので、届
け出ます。

１ 事業所等の名称及び所在地並びに当該事業所等に係る補助金の交付決定年月日及び指
令番号

名称
所在地
交付決定年月日 年 月 日
指令番号

２ 休止（廃止、変更）理由

３ 休止（廃止、変更）年月日 年 月 日



様式第１９号（第１８条関係）

操業休止等予定届

年 月 日

根室市長 様

届出人 住所 法人にあっては、主たる事務
所の所在地

氏名 法人にあっては、その名称及
び代表者氏名 印

根室市企業立地促進条例施行規則第１８条第２項の規定により、補助金の交付に係る事
業所等（工場・情報サービス業関連施設・試験研究施設・宿泊施設・物流施設・コールセン
ター・承認地域経済牽引事業計画に基づく施設）の操業を休止（廃止）する予定ですので、
届け出ます。

１ 事業所等の名称及び所在地並びに当該事業所等に係る補助金の交付決定年月日及び指
令番号

名称
所在地
交付決定年月日 年 月 日
指令番号

２ 休止（廃止）予定年月日 年 月 日

３ 休止（廃止）理由（休止又は廃止に係る説明資料を添付すること。

４ 解雇する雇用者の今後の処遇

５ その他



様式第２０号（第２０条関係）
根室市指令第 号

指定取消処分通知書

年 月 日

様
根室市長 印

年 月 日付第 号で決定した指定（承継承認を含む。以下同じ。）につ
いて、根室市企業立地促進条例第７条の規定に基づき、次のとおり指定の取消しを決定
したので、根室市企業立地促進条例施行規則第２０条の規定により通知します。

記

１ 施設の名称、所在地及び代表者名

２ 処分の内容等

３ 処分の理由



様式第２１号（第２０条関係）
根室市指令第 号

課税免除取消処分通知書

年 月 日

様
根室市長 印

年 月 日付第 号で決定した指定課税免除について、根室市企業立地促進
条例第７条の規定に基づき、次のとおり課税免除の取消しを決定したので、根室市企業
立地促進条例施行規則第２０条の規定により通知します。

記

１ 施設の名称、所在地及び代表者名

２ 処分の内容等

３ 処分の理由



様式第２２号（第２０条関係）
根室市指令第 号

補助金交付取消等処分通知書

年 月 日

様
根室市長 印

年 月 日付第 号で決定した補助金交付について、根室市企業立地促進条
例第７条の規定に基づき、次の処分を決定したので、根室市企業立地促進条例施行規則
第２０条の規定により通知します。

記

１ 施設の名称、所在地及び代表者名

２ 処分の内容等

３ 処分の理由


